
 
令和５年３月３１日 

厚 生 労 働 省 

 

令和５年度厚生労働省調達改善計画 

 

１ 調達改善計画の目的 

厚生労働省では、これまでも調達の適切性、透明性の確保、効率性の向上等を目指して調

達改善に係る取組を行ってきたが、令和５年度においても、引き続き、ＰＤＣＡサイクルに

より透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達改善に取り組むこととする。 

なお、本計画の実施に当たっては、「官公需法」に基づく中小企業の受注機会への配慮や

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」等の諸施策との

整合性に留意するものとする。 

 

２ 調達の現状分析 

表１ 令和３年度厚生労働省における調達の契約種別      （単位：件、億円） 

契約方式 契約件数 割合 契約金額 割合 

 競争性の 

 ある契約 

競争入札 ４，８２４ ６０％ ２，１５２ ２２％ 

企画競争による

随意契約 
８３ １％ ５１ １％ 

公募による 

随意契約 
１３５ ２％ １５６ ２％ 

不落・不調による

随意契約 
２１５ ３％ ８０ １％ 

小計 ５，２５７ ６５％ ２，４００ ２５％ 

競争性のない随意契約 ２，８２３ ３５％ ７，２６３ ７５％ 

合計 ８，０８０ １００％ ９，７０３ １００％ 

（注１）令和３年度の契約に関する統計（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

 

＜契約種別に関する分析＞ 

厚生労働省（地方支分部（支）局・施設等機関・外局を含む。）における令和３年度の調

達件数は８，０８０件（前年度比▲９．０％）、うち競争性のある契約は５，２５７件（前

年度比▲０．９％）、競争性のない随意契約の件数は２，８２３件（前年度比▲２１．０％

）となっており、前年度と比較して減となっている。 

競争性のない随契契約（２，８２３件）の主な内訳は、事務室用としての民間ビルの借り

上げやこれに伴う警備費用等に関する契約が９４６件、法令等の規定により相手方が一に定

められている契約が２１９件、水道料金・電話等の長期継続契約が１０６件となっている。

また、新型コロナウイルス感染症の対応等のため、緊急の必要により随意契約を締結したも

のが減少したことにより全体の件数が減となっているが、引き続き、随契理由の精査を行っ

ていく必要がある。 

  



 
表２ 令和３年度厚生労働省における調達の応札状況        （単位：件、億円） 

 １者 ２者以上 合計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競争入札 １，７３５ ６６４ ３，０８９ １，４８８ ４，８２４ ２，１５２ 

企画競争に 

よる随意契約 
８１ ４８ ２ ３ ８３ ５１ 

公募による 

随意契約 
１３４ １５４ － － １３４ １５４ 

（注１）令和３年度の契約に関する統計及び内閣官房調査等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）表２の「公募による随意契約」欄には、『「公共調達の適正化について（平成 18 年財計第 2017 号）」1.(2)②

ホ（イ）及びヘ』にある「試験又は講習の実施に係る会場の借り上げについて、日時、場所、及び収容人員等の諸

条件を明らかにしたうえで、公募を行うもの」及び「一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす

者から申し込みがあった場合には、全てのものと契約するもの」（タクシーチケット供給業務など複数者との契約

を前提としているもの）については、計上しないこととする。そのため、表１とは数値が一致しないことがある。 

（注４）公募を実施した結果、複数者からの応募があり競争契約又は企画競争による随意契約に移行した契約につい

ては、契約相手方の最終的な選定手続（競争契約又は企画競争による随意契約）により整理し、公募による随意契

約として整理はしないこととする。なお、この場合における応札（応募）者数の区分は、公募後に行った競争契約

又は企画競争による随意契約に参加した応札（応募）者数により整理する。 

（注５）応募者がいないときに特定の１者と契約を行う場合は、公募による随意契約の１者として整理する。 

 

表３ 令和３年度厚生労働省における調達経費の内訳             （単位：件、億円） 

 本省 地方支分部局等 府省庁全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公 

共 

工 

事 
等 

公共工事 (A) ２０ ７ １９７ ５３ ２１７ ６０ 

  割合 (A/I) １％ ０．１％ ３％ ３％ ３％ １％ 

公共工事に係る調査

及び設計業務等 (B) 
－ － １３ １ １３ １ 

  割合 (B/I) － － ０．２％ ０．１％ ０．２％ ０．０％ 

小計※４ ２０ ７ ２１０ ５４ ２３０ ６１ 

物 
 

品 
 

役 
 

務 
 

等 

情報システム (C) ２４６ １，２３３ １０１ １４ ３４７ １，２４６ 

  割合 (C/I) １３％ １５％ ２％ １％ ４％ １３％ 

電力（D） ２ ３ １６１ ２６ １６３ ３０ 

  割合 (D/I) ０．１％ ０．０％ ３％ ２％ ２％ ０．３％ 

ガス（E） １ １ ７４ １５ ７５ １６ 

  割合 (E/I) ０．１％ ０．０％ １％ １％ １％ ０．２％ 

調査研究（F） ３３４ １１６ ２４ ５ ３５８ １２０ 

  割合 (F/I) １７％ １％ ０．４％ ０．３％ ４％ １％ 

その他役務（G） １，０６７ １，８５２ ４，０８９ １，４４３ ５，１５６ ３，２９５ 

  割合 (G/I) ５５％ ２３％ ６７％ ８６％ ６４％ ３４％ 

物品等製造・購入 (H) ２６３ ４，８１９ １，４８８ １１５ １，７５１ ４，９３５ 

  割合 (H/I) １４％ ６０％ ２４％ ７％ ２２％ ５１％ 

小計※４ １，９１３ ８，０２４ ５，９３７ １，６１８ ７，８５０ ９，６４２ 

 合計 (I） １，９３３ ８，０３１ ６，１４７ １，６７２ ８，０８０ ９，７０３ 

２４％    ８３％    ７６％   １７％ 

  



 
（注１）令和３年度の契約に関する統計等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）電力・ガスについては、契約件名に「電力、電気、ガス」が含まれるものを抽出している。また、情報システムに

ついては大臣官房会計課が保有する情報から、「情報システム」に分類しているデータを抽出している。また、調査研

究については、契約件名に「調査」、「統計調査」、「研究」が含まれるものを抽出している。 

（注４）その他役務（Ｇ）、物品等製造・購入（Ｈ）は、情報システム・電力・ガス・調査研究を除く。 

（注５）欄外の計数は、契約件数・契約金額の（本省／府省庁全体）及び（地方支分部局等／府省庁全体）の割合である。 

 

＜調達経費に関する分析＞ 

物品等製造・購入に関する調達が１，７５１件（２２％）、４，９３５億円（５１％）、そ

の他役務に関する調達が５，１５６件（６４％）、３，２９５億円（３４％）となっており、

これらが経費の大半を占めている。 

また、公共調達委員会の審査対象となる「概算所要見込額が１，０００万円以上の競争入

札案件及び５００万円以上の随意契約案件」は３，１１１件（３９％）、８，４９４億円（８

８％）と金額面では大半を占めており、公共調達委員会の取組が重要である。 

 

表４ 令和３年度厚生労働省における競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳 

（本省・地方別） 

（単位：件、億円） 

 本省 地方支分部局等 府省庁全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公 

共 

工 

事 

等 

公共工事 (A) ４ ２ ４２ １１ ４６ １４ 

  割合 (A/I) １％ １％ ３％ ４％ ３％ ２％ 

公共工事に係る調査

及び設計業務等 (B) 
－ － ２ ０．２ ２ ０．２ 

  割合 (B/I) － － ０．２％ ０．１％ ０．１％ ０．０％ 

小計 ４ ２ ４４ １２ ４８ １４ 

物 
 

品 
 

役 
 

務 
 

等 
情報システム (C) ６３ １３１ ３２ ９ ９５ １４０ 

  割合 (C/I) １２％ ３０％ ２％ ３％ ５％ ２０％ 

電力（D） １ ２ ４８ ６ ４９ ８ 

  割合 (D/I) ０．２％ １％ ４％ ２％ ３％ １％ 

ガス（E） － － ７ ３ ７ ３ 

  割合 (E/I) － － １％ １％ ０．４％ ０．５％ 

調査研究（F） １２５ ７１ ６ ０．３ １３１ ７１ 

  割合 (F/I) ２４％ １６％ ０．５％ ０．１％ ７％ １０％ 

その他役務（G） ２８７ １８７ ９１４ ２３５ １，２０１ ４２２ 

  割合 (G/I) ５６％ ４３％ ７０％ ８４％ ６６％ ５９％ 

物品等製造・購入(H) ３４ ４１ ２５１ １３ ２８５ ５４ 

  割合 (H/I) ７％ ９％ １９％ ５％ １６％ ８％ 

小計 ５１０ ４３２ １，２５８ ２６６ １，７６８ ６９８ 

 合計 (I） ５１４ ４３４ １，３０２ ２７８ １，８１６ ７１２ 

２８％    ６１％   ７２％    ３９％ 

（注１）令和３年度の契約に関する統計等（少額随意契約は含まない。）に基づき作成。 

（注２）金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注３）欄外の計数は、契約件数・契約金額の（本省／府省庁全体）及び（地方支分部局等／府省庁全体）の割合である。 



 
 

＜応札状況に関する分析＞ 

一者応札等の件数は、競争入札で１，７３５件（前年度比▲１０７件）、企画競争で８１

件（前年度比▲１件）となっており、また一者応札等の件数の割合は、競争入札で３６％

（前年度比▲２％）、企画競争で９８％（前年度比＋８％）となっており、企画競争による

件数の割合が増加している。 

また、一者応札等の内訳を見ると、件数はその他役務に関するものが大半を占めている

状況だが、横断的な改善等により件数が減少していることから引き続き個々の事業の目的

達成を勘案しつつ、調達方式を検討していく。 

 

３ 調達改善の取組内容 

令和５年度の調達改善に関する取組内容として、以下を実施する。 

（１） 重点的な取組として、公共調達委員会等の活用や随意契約の見直し・一者応札

等の改善に関する取組等を実施する。（詳細は別紙１のとおり。） 

（２） 競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、調達事務の効率化に資する調達事

務のデジタル化の取組を推進する。（詳細は別紙１のとおり。） 

（３） その他の取組として、遊休資産の売却等の促進等の取組を実施する。（詳細は別

紙２のとおり。） 

 

４ 自己評価の実施方法 

 上半期終了後及び年度終了後、速やかに調達改善計画の実施状況（実施した取組内容及

びその効果、目標の達成状況、実施において明らかになった課題等）について、自己評価

を行うとともに、その結果をホームページにより公表する。 

また、自己評価の結果は、今後の調達改善計画の実施や策定に反映する。 

 

５ 調達改善の推進体制 

（１）推進体制の整備 

行政改革推進室（室長：総括審議官）が調達改善計画を決定し、進捗把握・管理及

び自己評価・検証を行う。 

調達改善計画の策定等の実務的な作業は、行政改革推進室の下に置かれる実務作

業担当者で構成される調達改善計画推進グループが実施する。 

 

（２）外部有識者の活用 

調達改善計画を推進するに当たっての問題点の抽出、取組に関する監視、指導、

助言等の観点から、事前審査を担当する公共調達委員会及び事後審査を担当する公

共調達中央監視委員会の委員に、外部有識者の参画を求める。また、調達改善計画

の策定や自己評価の実施等の際には、原則として、事前に外部有識者の意見を求め

ることとする。 

  



 
 

委員会名 属性 

厚生労働省公共調達委員会（事前審査）（一般会計）       

                 

 

 大学教授 

 民間有識者 

 公認会計士 

厚生労働省公共調達委員会（事前審査）（特別会計）  

 ※ 会計・勘定を単位に３委員会を設置している。 

 

  

 弁護士 

 大学教授 

 大学准教授 

 国立研究所研究者 

 公認会計士 

 ※ 厚生労働省公共調達委員会においては、調達仕様書等の事前審査を行うことから、具体的な委員名は対外秘扱いとしている。 

 

委員会名 委員名 現職 

厚生労働省公共調達中央監視委員会 

（事後審査） 

 

 

 

 

 

 

 

【第一分科会】 

遠山 康 氏 

枝松 広朗 氏 

筧 淳夫  氏 

【第二分科会】 

倉井 潔  氏 

高橋 裕  氏 

松原 健一 氏 

 

 遠山康法律事務所 弁護士 

 あおば公認会計士共同事務所 公認会計士 

工学院大学建築学部 教授 

  

 倉井潔税理士事務所 税理士 

学校法人専修大学商学部 教授 

安西法律事務所 弁護士 

 

 


